
                                      

 

訂正とお詫び 
（令和 4年 9月 26日現在） 

 

 

【ＯＵＴＰＵＴ講座】のご受講をありがとうございます。 

 

さて、テキスト（択一過去問編）の記述につき、下記の箇所において訂正が判明致しました。 

誠に申し訳ございません。 

お手数とご迷惑をお掛け致しますが、お手元のテキストを修正していただけますように宜しく 

お願い致します。 

 

 

 

【民法Ⅴ】 

頁数 問題番号 誤 正 

131 

115-38 

右記のと

おり変更  

家庭裁判所は、いつでも、成年後見人に対し、後見の事務の

報告又は財産の目録の提出を求めることができる。   

〔２７－２１オ〕  

 


